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今後も子育て家庭の環境の変化に対応できるよう、適切な教育・保育サービスの提供に取

り組みます。また、待機児童の解消に向け、保育の提供体制の整備に取り組みます。 

 

満３歳から小学校就学までの子どもに対して、年齢に相応しい適切な環境を整

え、心身の発達を助長するため、幼児教育を行います。 

施設型給付園への移行を検討している幼稚園について、適切な対応に取り組み

ます。 

・令和６年度現在、私学助成を受ける幼稚園６園、施設型給付幼稚園３園、認定こども園 10

園があり、既存の提供量でニーズ量を確保できる見込みです。 
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保護者の就労や疾病その他の理由等で、０歳から就学前の保育が必要な子ども

に対して、保育の必要性について認定し、保育を行います。 

１～２歳児に待機児童が生じていることから、適切な保育の提供が行なえるよ

う、保護者や各保育施設との調整を図ります。 
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・本市の保育の受け皿となる定員は、令和７年度以降、2,290 人、令和８年度以降は   

2,383 2,426 人であることから、３号認定（１～２歳児）の確保量は足りない見通しです。

今後、保育士修学資金貸付制度を活用した、保育人材の育成及び確保に努め、受入れ児童数を

確保していきます。また、就学前児童数は減少傾向にあることから、適正な定員確保に努めて

いきます。 


